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海難審判、船舶事故調査に関すること、
または海事補佐人の経費の援助のこと
などは、専門的な知識と豊富な経験を
持つ相談員に相談ください。

　海難審判では、理事官から受審人または指定海難関係人に指定されると、海難審判
所に出頭して審判手続きに則り、審判長などの尋問に応えたり、ご自分の意見を述べ
たりしなければなりません。
　そのような時に海事補佐人が手助けをしてくれます。当協会では、経済的理由で海
事補佐人を依頼できない方に対して海事補佐人を依頼する経費を援助するものです。

海事補佐人経費を援助!!

　海難審判所の理事官の調査や海難審判の手続きなどについて、急に役所から文書が
きて戸惑ってしまうことはありませんか。また、船舶事故調査官から調査などの連絡
を受けて、対応に困ることがありませんか。
　このような時には、是非、相談員に相談してください。

相談は無料です！ 小さな相談でもOKです！

（公財）海難審判・船舶事故調査協会相談所の所在地

東京相談所 〒102－0083　東京都千代田区麹町4－5　海事センタービル
 ☎03－3512－8140　携帯 090－6036－9433　E-mail kaisin-f@maia.or.jp

函館相談所 　☎　022－257－4360
携帯090－6036－5428 仙台相談所 　☎　022－257－4360

携帯090－6036－5428

当分の間、
仙台相談所へご連絡お願いいたします。

〒983－0842　 仙台市宮城野区五輪1－3－15 
仙台第3合同庁舎8階

E-mail kaisin-sendai@maia.or.jp

横浜相談所 　☎　03－3512－8140 神戸相談所 　☎　078－331－8836
携帯090－6036－5398

当分の間、
東京相談所へご連絡お願いいたします。

〒650－0042　 神戸市中央区波止場町1－1 
神戸第2地方合同庁舎10階

E-mail kaisin-kobe@maia.or.jp

広島相談所 　☎　082－255－8262
携帯090－6037－0807 門司相談所 　☎　093－332－2765

携帯090－6037－0508
〒734－0011　 広島市南区宇品海岸3－10－17 

広島港湾合同庁舎4階
E-mail kaisin-hiroshima@maia.or.jp

〒801－0841　 北九州市門司区西海岸1－3－10 
門司港湾合同庁舎10階

E-mail kaisin-moji@maia.or.jp

長崎相談所 　☎　095－821－3538（呼）
携帯090－6037－0935　 那覇相談所 　☎　093－332－2765

携帯090－6037－0508
〒850－0921　 長崎市松が枝町7－29 

長崎港湾合同庁舎5階
E-mail kaisin-nagasaki@maia.or.jp

当分の間、
門司相談所へご連絡お願いいたします。

マリン君

誰か相談する
人はいないか
な～
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